
平成 21 年 3 月 17 日 

 

栃木県農業信用基金協会との契約締結について 

 

 

足利銀行（頭取 藤沢 智）は、農業生産者等への積極的な取組みの一環として、

栃木県農業信用基金協会（会長理事 髙橋 一夫）と「債務保証契約に関する基本契

約」を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 

当行は、今後とも地域金融機関として、地域経済の活性化・発展のため、地域農

業生産者の資金ニーズに積極的にお応えしてまいります。 

 

記 

 

１．契約内容 

農業生産者の皆さまが、「農業近代化資金」等の栃木県農業制度資金を当行よ

りお借入される際に、栃木県農業信用基金協会がその債務を保証する基本契約 

 

２．目的 

栃木県内において、より幅広い農業生産者の皆さまの資金ニーズにお応えで

きるようになることで、栃木県の重要産業と位置づけられている農業の活性

化・発展に寄与する。 

 

３．締結日 

   平成２１年３月１６日（月） 

 

４．栃木県農業信用基金協会の概要 

（１）設立日：昭和３７年３月 

（２）組 織：農業信用保証保険法に基づく公的な保証機関 

（３）業 務：栃木県内の農業生産者等を対象とした債務保証業務 

債務保証残高は、１,６２８億円（平成２０年３月末現在） 

 

   以 上 


